
設
置
し
た
。
総
裁
平
田
東
助
、
副
総
裁
久
保
田
譲
、
委
員
に
一木
喜
徳
郎
・
山
川
健
次
郎
・
江
木
千
久
・
山
梨
半
造
・
沢
柳
政
太
郎
ら
が
任
ぜ
ら
れ

た
。
そ
れ
が
臨
時
教
育
会
議
で
あ
る
。
寺
内
首
相
は
臨
時
教
育
会
議
の
開
会
に
際
し
て
、「
皇
運
ヲ
隆
盛
ニ
シ
国
威
ヲ
宣
揚
ス
ル
ヲ
得
ヘ
シ
」
と
し
、

国
民
教
育
の
要
は
徳
性
を
涵
養
し
、
知
識
を
啓
発
し
、
身
体
を
強
健
に
し
て
、
護
国
の
精
神
に
富
め
る
忠
良
な
る
臣
民
を
育
成
す
る
に
あ
る
と
考
え

て
、「
実
科
教
育
ハ
国
家
致
富
ノ
淵
源
ニ
シ
テ
国
民
教
育
ト
並
ヒ
奨
メ
空
理
ヲ
避
ケ
実
用
ヲ
尚
ヒ
帝
国
将
来
ノ
実
業
経
営
ニ
資
セ
シ
メ
サ
ル
ヘ
カ
ラ

ス
」
と
あ
い
さ
つ
し
た
。

臨
時
教
育
会
議
は
一
九
一
九
年
ま
で
の
間
に
、
教
育
制
度
の
全
般
に
わ
た
っ
て
審
議
し
、
具
体
的
な
改
革
案
に
つ
い
て
答
申
を
行
っ
た
。
そ
の
中

で
注
目
す
べ
き
も
の
は
高
等
教
育
制
度
の
改
革
に
関
す
る
こ
と
で
あ
り
、「
大
学
令
」「
高
等
学
校
令
」
と
し
て
公
布
さ
れ
た
。
私
立
・
公
立
の
大
学

を
認
め
、
単
科
大
学
も
設
置
さ
れ
た
。

「
高
等
学
校
令
」
で
は
高
等
学
校
に
つ
い
て
も
、
官
立
の
ほ
か
公
立
・
私
立
を
も
認
め
、
七
年
制
を
原
則
と
し
高
等
科
三
年
、
尋
常
科
四
年
と

し
た
。
そ
の
他
専
門
教
育
、
師
範
教
育
、
視
学
制
度
、
女
子
教
育
、
実
業
教
育
、
通
俗
教
育
、
学
位
制
度
、
小
・
中
等
教
育
に
つ
い
て
も
答
申
を
行

っ
た
。
こ
の
臨
時
教
育
会
議
の
学
制
問
題
の
答
申
は
、「
対
外
的
に
は
第
一
次
大
戦
、
ロ
シ
ア
革
命
が
国
内
に
与
え
た
思
想
的
影
響
、
国
内
的
に
は

護
憲
運
動
や
労
働
運
動
、
小
作
争
議
な
ど
明
治
時
代
と
は
比
較
に
な
ら
な
い
強
大
な
民
衆
の
力
の
抬
頭
を
前
に
し
、
明
治
的
教
育
で
は
実
現
で
き
な

か
っ
た
強
力
な
国
民
統
合
の
教
育
を
求
め
て
発
せ
ら
れ
た
支
配
勢
力
の
声
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
」
の
で
あ
る
（
本
山
幸
彦
「
明
治
国
家
の
教
育
思
想
」

『
大
正
の
教
育
』）。
特
に
、
天
皇
制
国
家
の
も
と
に
あ
っ
て
、
国
家
防
衛
の
精
神
的
支
柱
と
し
て
天
皇
中
心
の
教
育
が
国
家
の
振
興
の
た
め
「
神
聖

建
極
ノ
遺
訓
ト
祖
宗
恢
弘
ノ
皇
謨
」
と
に
遵
わ
ね
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
、「
学
校
教
育
ノ
効
果
ヲ
完
全
ニ
収
メ
ン
ト
セ
ハ
同
時
ニ
社
会
ノ
状
態
ヲ
改

善
セ
サ
ル
ヘ
カ
ラ
ス
而
シ
テ
此
ノ
事
タ
ル
教
育
ニ
従
事
ス
ル
者
ノ
ミ
ノ
能
ク
成
シ
得
ヘ
キ
所
ニ
ア
ラ
ス
ヤ
朝
野
一
切
ノ
経
営
者
ノ
協
力
戮
力
ニ
頼
ラ

サ
ル
ヘ
カ
ラ
サ
ル
ナ
リ
」
と
し
た
。
社
会
一
般
の
協
力
を
得
る
に
も
物
質
文
化
に
偏
向
す
る
社
会
の
時
弊
を
救
う
た
め
、「
国
民
思
想
ノ
帰
嚮
ヲ
一

©神奈川県立公文書館



ニシ」「
本
邦
国
有
ノ文
化
ヲ基
址
ト
シ」
ま
す
ます
これ
が発
達
大
成
を期
す
る
にあ
る、
と
一九
一九
年
一月
十
七
日
の
建
議
第
二
で
述
べら

れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
臨
時
教
育
会
議
の
答
申
は
そ
の
後
の
教
育
思
想
に
も
大
き
な
影
響
を
与
え
る
こ
と
に
な
る
。

大
正
自
由
教
育

運
動
の
根
拠

初
等
教
育
の答
申
に
つ
い
て
は
、「
国
民
道
徳
ノ徹
底
ヲ
期
シ
児
童
ノ道
徳
信
念
ヲ
鞏
固
ニシ
殊
ニ帝
国
臣
民
タ
ル
ノ根
基
ヲ養

フ
ニ
一層
ノ
力
ヲ
用
フ
ル
必
要
」
が
あ
る
と
し
、第
一に
国
民
道
徳
教
育
を
重
視
す
べ
き
で
あ
る
と
し
た
。
そ
し
て
、従
来
の
教

育
に
つ
い
て、「
往
々
ニシ
テ
…
…
所
謂
詰
込
主
義
ノ弊
ニ陥
リ
動
モ
ス
レ
ハ複
雑
多
端
ナ
ル事
項
ヲ授
ケ
」
そ
の
た
め「
児
童
ノ
心
力
ヲ徒
費
ス

ル
ノ弊
風
」
が
あ
る
と
批
判
し
、「
児
童
ノ理
解
ト
応
用
ト
ヲ
主
ト
シ不
必
要
ナ
ル記
憶
ノ為
」
の教
育
は
こ
れ
を矯
正
す
る
必
要
が
あ
る
と
指
摘

し
た
。
さ
ら
に「
施
設
ノ実
況
ト
教
授
ノ実
際
ト
ハ往
々
ニ
シ
テ
国
民
生
活
ノ
実
際
ト
地
方
ノ実
情
ト
ニ適
切
ナ
ラ
ス」
と
指
摘
し
、「
諸
般
ノ施

設
並
ニ
教
育
ノ
方
法
ハ
画
一
ノ
弊
ニ
陥
ル
コ
ト
ナ
ク
地
方
ノ
実
情

ニ
適
切
」
な
ら
し
め
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
答
申
し
た
。
こ
の

よ
う
に
従
来
の
詰
め
込
み
主
義
・
画
一
主
義
の
教
育
方
法
に
批
判

を
し
て
い
る
が
、「
地
方
ノ
実
情
ニ
応
シ
テ
適
切
」
な
現
実
主
義

的
教
育
を
受
け
る
人
間
を
目
ざ
し
て
い
た
。
教
育
の
方
法
と
し

て
、
改
め
る
べ
き
考
え
は
自
由
教
育
の
実
践
と
し
て
、
主
と
し
て

師
範
学
校
付
属
小
学
校
、
私
立
新
学
校
で
行
わ
れ
た
。

明
治
時
代
の
ヘ
ル
バ
ル
ト
主
義
、
と
く
に
五
段
階
教
授
法
の
教

育
方
法
が
樋
口
勘
次
郎
の
『
統
合
主
義
新
教
授
法
』（
明
治
三
十
二

元街小学校の授業風景 元街小学校蔵
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年
）、
明
石
女
子
師
範
学
校
附
属
小
教
諭
及
川
平
治
の
分
団
式
教
授
法
な
ど
に
よ

り
、
批
判
さ
れ
は
じ
め
て
き
て
い
た
。
分
団
式
教
授
法
は
能
力
差
に
応
じ
た
英

才
教
育
の
傾
向
を
お
び
て
い
た
。

新
し
い
教
授
方
法
は
要
す
る
に
子
ど
も
の
自
発
性
、
個
性
を
尊
重
し
よ
う
と

す
る
も
の
で
あ
っ
て
こ
こ
に
自
由
教
育
主
義
的
な
も
の
が
あ
ら
わ
れ
て
き
た
。

特
に
第
一
次
世
界
大
戦
後
の
戦
勝
国
側
が
も
た
ら
し
た
世
界
的
風
潮
と
し
て
の

自
由
主
義
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
思
想
が
教
育
に
お
け
る
「
自
由
化
」
の
う
ご
き

を
助
長
し
て
い
っ
た
。

本
県
で
も
こ
の
教
育
思
潮
を
積
極
的
に
取
り
入
れ
る
と
こ
ろ
も
出
て
き
た
。

平
塚
尋
常
高
等
小
学
校
の
井
上
・
猪
俣
二
訓
導
は
こ
の
新
教
授
方
法
を
学
習
す

る
た
め
明
石
女
子
師
範
学
校
の
視
察
研
究
を
行
っ
た
り
、
た
と
え
ば
、
ま
た
教

師
が
時
代
思
潮
を
研
究
し
、
保
護
者
会
が
中
心
と
な
っ
て
、
子
ど
も
の
読
物
・

雑
誌
を
発
刊
す
る
学
校
も
出
て
き
た
。

横
浜
市
の
元
街
小
学
校
で
は
雑
誌
『
学
の
窓
』
を
一
九
〇
九
（
明
治
四
十
二
）

年
に
、
横
浜
小
学
校
で
も
『
学
の
友
』（
一九
〇
九
年
刊
）、
神
奈
川
小
学
校
で
は

『
学
の
園
』（
一
九
一
四
年
刊
）
を
出
し
て
い
る
。
さ
ら
に
従
来
の
教
室
中
心
の
、

ま
た
教
科
書
中
心
の
教
授
方
法
を
改
め
て
、
講
演
・
お
伽
話
・
童
話
・
映
画
・

1926年川崎市旭町小学校音楽会の劇 井出泰重氏蔵
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音
楽
会
・運
動
会
・遠
足
な
ど
に
よ
っ
て
自
学
自
習
の
教
育
を
は
か
ろ
う
と
し

て
い
る
。

一九
二
二
年
か
ら
二
三
年
ご
ろ
に
な
る
と
、
新
し
い
教
育
思
潮
に
基
づ
く
教

育
研
究
、
実
践
が
盛
ん
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
本
県
教
育
会
の
機
関
誌
で

あ
る
『
神
奈
川
県
教
育
』
誌
上
に
そ
の
講
習
会
案
内
が
多
数
掲
載
さ
れ
た
。
一

九
二
三
年
高
座
郡
教
育
会
で
は
郡
内
を
三
地
区
に
分
け
、
南
部
は
国
語
、
中
部

は
国
史
、
北
部
は
地
理
を
担
当
し
、
研
究
会
の
開
催
、
研
究
物
の
交
換
な
ど
相

互
に
研
究
の
交
換
を
行
う
な
ど
を
し
た
。
鎌
倉
郡
内
で
も
各
教
科
別
の
研
究
委

員
を
設
け
、
月
づ
き
会
合
し
、
教
授
法
の
研
究
、
教
材
の
研
究
調
査
等
を
行

い
、
研
究
発
表
会
・
作
品
展
覧
会
等
を
開
い
て
青
年
教
員
の
研
究
熱
を
あ
お
っ

た
。
小
学
校
の
教
科
内
容
に
つ
い
て
の
県
の
指
導
も
積
極
的
に
な
り
、
理
科
指

導
員
（
一九
二
〇
年
）、
体
操
指
導
員
（
同
）、
家
事
裁
縫
指
導
員
が
設
置
さ
れ

た
。
以
上
の
教
科
別
指
導
員
も
小
学
校
教
科
指
導
員（
一九
二
二
年
）
に
な
っ
た

が
、
一
九
二
九
（
昭
和
四
）
年
ま
で
つ
づ
い
た
。
指
導
員
の
設
置
は
、
小
学
校

教
科
内
容
の
改
革
、
各
地
小
学
校
で
の
さ
ま
ざ
ま
な
研
究
実
践
に
対
応
す
る
た

め
に
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
個
性
尊
重
、
自
主
性
尊
重
も
国
の
国
家
主
義
的
方
針
の
強
化
と
と

1923年9月12日の詔書 元街小学校蔵
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も
に
次
第
に
変
節
し
て
い
っ
た
。
一
九
二
三
年
に
「
国
民
精
神
作
興
ニ
関
ス
ル
詔
書
」
が
出
さ
れ
国
家
主
義
的
傾
向
が
強
め
ら
れ
て
い
っ
た
。

一九
二
七
年
に
は
文
部
省
訓
令
の「
児
童
生
徒
ノ
個
性
尊
重
及
職
業
指
導
ニ
関
ス
ル
件
」
で
児
童
生
徒
の
個
性
を
調
査
し
教
育
を
ほ
ど
こ
し
、
職

業
選
択
等
の
指
導
、
国
民
精
神
を
啓
培
す
る
こ
と
と
し
、
個
性
尊
重
と
職
業
選
択
と
を
結
び
つ
け
児
童
を
進
学
と
就
職
と
に
区
別
す
る
傾
向
も
あ
ら

わ
れ
て
き
た
。
こ
れ
ら
は
不
景
気
と
農
村
の
疲
弊
に
大
き
く
関
係
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

横
浜
市
の
青
木
小
学
校
校
長
も
初
等
教
育
の
問
題
点
と
し
て
、
一　
中
等
学
校
選
択
制
度
の
改
正
、
二
　
児
童
の
個
性
尊
重
、
三
　
職
業
指
導
、

以
上
の
三
点
を
あ
げ
て
い
る
（『
横
浜
市
教
育
史
』
上
巻
）。

二
　
国
民
道
徳
の
養
成
と
中
等
学
校

中
等
学
校

制
度
の
変
化

一
八
九
九（
明
治
三
十
二
）
年
、
中
学
校
令
、
高
等
女
学
校
令
、
実
業
学
校
令
が
公
布
さ
れ
、
大
正
期
は
こ
の
構
成
の
も
と
で
中

等
学
校
数
が
著
し
く
増
加
の
傾
向
を
見
せ
た
。
こ
と
に
第
一次
大
戦
後
の
産
業
の
発
達
、
国
民
生
活
の
変
化
に
即
応
し
て
、
義
務

教
育
を
修
了
す
る
学
齢
児
童
数
が
増
加
し
て
、
そ
の
後
の
学
校
教
育
を
受
け
る
基
盤
が
形
成
さ
れ
た
こ
と
な
ど
が
そ
の
要
因
で
あ
っ
た
。

特
に
臨
時
教
育
会
議
答
申
に
基
づ
い
て
、
一九
一九（
大
正
八
）
年
二
月
に
中
学
校
令
が
改
正
さ
れ
、
中
学
校
教
育
は
エ
リ
ー
ト
養
成
の
内
容
を

含
む
も
の
と
な
っ
た
。

こ
れ
は
、
中
学
校
は
男
子
に
須
要
な
高
等
普
通
教
育
を
行
う
と
い
う
ほ
か
に
、「
特
ニ
国
民
道
徳
ノ
養
成
」
に
つ
と
め
る
べ
き
で
あ
る
と
の
条
項

が
追
加
さ
れ
、
入
学
資
格
に
つ
い
て
は
年
齢
限
を
廃
し
、
小
学
校
卒
業
者
の
ほ
か
、「
同
等
以
上
ノ
学
力
ア
リ
ト
認
メ
ラ
レ
ル
者
」
と
し
た
。
制
度

と
し
て
は
必
要
な
場
合
中
学
校
に
修
業
年
限
二
か
年
の
予
科
を
設
置
し
う
る
こ
と
と
し
た
。
こ
の
予
科
は
尋
常
小
学
校
第
四
学
年
を
修
了
し
た
生
徒
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を
入
学
さ
せ
る
も
の
で
、
予
科
修
了
者
は
た
だ
ち
に
中
学
校
一学
年
に
入
学
し
う
る
制
度
と
し
た
。
三
月
、
中
学
校
令
施
行
規
則
の
改
正
で
は
、
中

学
校
入
学
資
格
に
関
し
て
は
、
尋
常
小
学
校
第
五
学
年
の
課
程
を
修
了
し
、
学
業
優
秀
、
か
つ
身
体
の
発
達
が
十
分
で
あ
り
、
中
学
校
の
課
程
の
履

習
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
学
校
長
が
証
明
し
た
者
は
受
験
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
た
。
こ
れ
は
中
等
学
校
へ
の
入
学
競
争
の
激
化
を
助
長
す
る
も

の
で
あ
っ
た
。

高
等
女
学
校
に
つ
い
て
は
、
中
学
校
と
同
じ
く
、
高
等
普
通
教
育
を
施
す
学
校
で
あ
っ
た
が
、
男
子
の
中
学
校
が
五
年
の
課
程
で
あ
っ
た
の
に
対

し
て
、
高
等
女
学
校
は
四
年
が
原
則
で
あ
り
、
神
奈
川
県
で
は
た
だ
一
校
の
県
立
高
等
女
学
校
も
本
科
四
年
、
補
習
科
一年
で
あ
っ
た
。

臨
時
教
育
会
議
の
答
申
に
基
づ
い
て
、
一
九
二
〇
年
七
月
高
等
女
学
校
令
の
改
正
で
、「
女
子
ニ
須
要
ナ
ル
高
等
普
通
教
育
ヲ
為
ス
ヲ
目
的
ト
ス
」

の
規
定
に
「
特
ニ
国
民
道
徳
ノ
養
成
ニ
力
メ
婦
徳
ノ
涵
養
ニ
留
意
ス
ヘ
キ
モ
ノ
ト
ス
」
を
追
加
し
、
中
学
校
令
と
同
じ
く
修
業
年
限
は
五
年
ま
た
は

四
年
と
し
、
土
地
の
状
況
に
よ
っ
て
は
三
年
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
た
。
従
来
の
四
年
を
基
本
と
し
た
の
を
五
年
と
改
め
た
こ
と
に
な
っ
た
。

こ
れ
に
よ
り
神
奈
川
県
立
高
等
女
学
校
も
、
一
九
二
一年
三
月
学
校
規
則
を
改
定
し
て
、
本
科
の
修
業
年
限
を
五
年
と
し
た
。

ま
た
、
五
年
制
の
高
等
女
学
校
規
則
を
適
用
し
た
の
は
、
一
九
二
〇
年
十
二
月
設
置
認
可
さ
れ
た
神
奈
川
県
立
平
塚
高
等
女
学
校
で
あ
っ
た
。
こ

れ
に
よ
り
五
年
制
は
二
校
と
な
っ
た
。
入
学
資
格
に
つ
い
て
も
、
中
学
校
と
同
じ
く
、
尋
常
小
学
校
卒
業
者
と
「
之
ト
同
等
以
上
ノ
学
力
ア
リ
ト
認

メ
ラ
レ
タ
ル
者
」
も
つ
け
加
え
た
。
実
科
高
等
女
学
校
は
一
九
一
〇（
明
治
四
十
三
）
年
の
高
等
女
学
校
令
の
改
正
に
よ
っ
て
生
ま
れ
た
学
校
で
「
高

等
女
学
校
ニ
於
テ
ハ
主
ト
シ
テ
家
政
ニ
関
ス
ル
学
科
目
ヲ
修
メ
ム
ル
ト
ス
ル
者
ノ
為
ニ
実
科
ヲ
置
キ
又
ハ
実
科
ノ
ミ
ヲ
置
ク
コ
ト
ヲ
得
、
実
科
ノ
ミ

ヲ
置
ク
高
等
女
学
校
ノ
名
称
ニ
ハ
実
科
ノ
文
字
ヲ
冠
ス
ヘ
シ
」
と
定
め
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

実
科
高
等
女
学
校
は
い
わ
ば
大
正
時
代
に
誕
生
し
、
昭
和
年
代
に
成
長
し
て
い
っ
た
学
校
で
あ
っ
た
。

実
業
学
校
に
つ
い
て
の
臨
時
教
育
会
議
の
答
申
は
第
一
項
に
「
実
業
学
校
ニ
関
ス
ル
現
在
ノ
制
度
ハ
大
体
ニ
於
テ
之
ヲ
改
ム
ル
ヲ
要
セ
サ
ル
コ
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ト
」
と
述
べ
て
い
る
。
そ
の
他
、
国
庫
補
助
の
増
額
、
徳
育
の
振
興
、
行
政
機
関
の
整
備
、
学
校
に
関
す
る
規
定
の
緩
和
、
職
員
待
遇
の
改
善
、
実

業
界
と
の
連
係
、
実
業
補
習
教
育
の
奨
励
な
ど
で
あ
っ
た
。

実
業
学
校
令
の
改
正
は
一
九
二
〇
（
大
正
九
）
年
十
一
月
に
行
わ
れ
た
。
目
的
に
は
徳
性
の
涵
養
を
追
加
し
た
こ
と
、
設
置
主
体
と
し
て
商
業
会

議
所
・
農
会
な
ど
の
団
体
も
認
め
、
新
し
く
「
職
業
学
校
規
程
」
が
制
定
（
一九
二
一年
）
さ
れ
た
こ
と
な
ど
で
あ
る
。

実
業
学
校
に
関
し
て
は
、
従
来
、
実
業
学
校
の
種
別
に
よ
り
、
農
業
・
商
業
・
工
業
・
商
船
学
校
の
規
程
が
定
め
ら
れ
て
お
り
、
さ
ら
に
甲
種
、

乙
種
に
別
れ
て
い
た
。
甲
種
は
年
齢
十
四
歳
以
上
、
高
等
小
学
校
卒
業
を
入
学
資
格
と
し
修
業
年
限
三
年
の
も
の
、
乙
種
は
年
齢
十
二
歳
以
上
で
、

尋
常
小
学
校
卒
業
を
入
学
資
格
と
し
て
修
業
年
限
三
年
の
学
校
で
あ
っ
た
。
工
業
学
校
で
は
乙
種
に
当
た
る
も
の
は
徒
弟
学
校
で
あ
っ
た
。
一
九
二

一
年
に
実
業
学
校
の
甲
・
乙
の
区
別
は
制
度
上
廃
止
さ
れ
た
。
尋
常
小
学
校
卒
業
後
た
だ
ち
に
中
等
学
校
へ
の
進
学
者
数
も
多
く
な
り
、
実
業
学
校

も
四
年
な
い
し
五
年
の
も
の
が
多
く
な
っ
た
こ
と
も
原
因
で
あ
っ
た
。
し
か
し
甲
種
・
乙
種
の
通
称
は
そ
の
後
も
使
用
さ
れ
た
。
一
九
二
四
年
に
、

文
部
省
は
、
専
門
学
校
入
学
資
格
に
つ
い
て
、
実
業
学
校
卒
業
者
を
中
学
校
・
高
等
女
学
校
卒
業
者
と
同
等
以
上
の
学
力
を
も
つ
も
の
と
認
め
（
中

等
学
校
等
に
相
当
す
る
修
業
年
限
の
も
の
）、
実
業
学
校
も
新
し
い
情
勢
に
対
応
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
っ
た
。

中
等
学
校
生

徒

の
増

加

明
治
末
年
か
ら
、
大
正
・
昭
和
に
か
け
て
の
、
中
学
校
・
高
等
女
学
校
・
実
科
高
等
女
学
校
の
学
校
数
を
示
す
と
次
の
よ
う
に
な

る
。

中
学
校
に
つ
い
て
は
、
明
治
末
年
ま
で
は
県
立
中
学
校
四
校
（
第
一〜
第
四
）、
私
立
中
学
校
一
校
（
逗
子
開
成
中
学
校
）
で
あ
っ
た
が
、
一
九
一
四

（
大
正
三
）
年
五
月
、
県
立
横
浜
中
学
校
が
横
浜
市
青
木
町
に
設
置
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
従
来
の
県
立
中
学
校
の
第
一
か
ら
第
四
の
名
称
は
こ
の
た

め
、
一
九
一
三
年
二
月
二
十
二
日
に
、
県
立
第
一
中
学
校
は
県
立
第
一横
浜
中
学
校
、
県
立
第
二
中
学
校
は
県
立
小
田
原
中
学
校
、
県
立
第
三
中
学

校
は
県
立
厚
木
中
学
校
、
県
立
第
四
中
学
校
は
県
立
横
須
賀
中
学
校
と
改
称
さ
れ
た
。
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第7表　中学校・高等女学校・実科高等女学校の学校数

1）（　）内は1910年を100とした指数，但し実科高等女学校は1915年を100とした
2）『文部省年報』，『神奈川県統計書』から作成

第8表　中学校・高等女学校・実科高等女学校の生徒数

1）（　）は1910年を100とした指数，但し実科高等女学校は1914年を100とした
2）『神奈川県統計書』，『学制80年史』から作成
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中
学
校
設
置
の
運
動
は
各
地
で
活
発
に
な
っ
た
。
県
立
湘
南
中
学
校
が
一
九
二
〇
年
八
月
に
設
置
さ
れ
、
翌
年
四
月
に
開
校
し
た
の
は
そ
の
成
果

で
あ
っ
た
。

校
舎
も
落
成
し
、
そ
の
祝
賀
式
典
が
一
九
二
五
年
十
二
月
五
日
に
行
わ
れ
た
際
に
は
、
赤
木
校
長
は
じ
め
池
上
県
会
議
長
、
佐
藤
高
座
郡
長
、
金

子
藤
沢
町
長
、
高
座
郡
町
村
長
が
列
席
し
盛
大
に
挙
行
さ
れ
た
。

一
九
二
五
年
に
は
、
中
学
校
、
高
等
女
学
校
、
実
科
高
等
女
学
校
数
が
著
し
く
増
加
し
た
こ
と
が
判
明
す
る
。

学
校
数
の
増
加
と
と
も
に
生
徒
数
の
増
加
も
著
し
か
っ
た
。
第
八
表
で
明
ら
か
な
よ
う
に
、
一
九
一〇
年
度
に
は
、
中
学
校
生
徒
数
は
千
八
百
二

十
二
人
で
あ
っ
た
の
が
、
一
九
二
〇
年
度
に
は
三
千
六
百
五
十
三
人
と
な
り
約
二
倍
、
一
九
二
六
年
度
に
は
七
千
三
百
十
三
人
で
約
四
倍
、
一
九
三

〇
年
度
に
は
約
五
倍
と
な
っ
た
。
高
等
女
学
校
の
生
徒
数
は
、
一
九
一
〇
年
度
は
九
百
八
十
八
人
で
あ
っ
た
も
の
が
、
一
九
一
九
年
度
に
は
約
二
倍

の
千
九
百
九
十
六
人
、
一
九
三
〇
年
度
に
は
七
千
八
百
十
六
人
と
な
り
約
八
倍
に
も
な
っ
て
い
る
。

実
科
高
等
女
学
校
生
徒
数
は
、
一
九
一
四
年
に
、
愛
甲
郡
立
実
科
高
等
女
学
校
が
愛
甲
郡
厚
木
町
に
設
置
さ
れ
、
こ
の
年
に
百
四
十
二
名
で
あ
っ

た
。
大
正
年
代
に
一時
減
少
を
し
た
が
、
一
九
二
六
年
度
で
は
千
二
百
四
十
六
人
と
な
り
約
九
倍
近
く
に
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
一
九
三
〇
年
度

に
お
い
て
は
千
九
百
四
十
二
人
と
な
り
約
十
四
倍
に
も
な
っ
た
。
中
学
校
、
高
等
女
学
校
よ
り
も
そ
の
伸
び
率
が
顕
著
で
あ
っ
た
。

以
上
の
よ
う
に
、
本
県
の
中
学
校
、
高
等
女
学
校
、
実
科
高
等
女
学
校
の
生
徒
数
の
増
加
は
著
し
い
も
の
が
あ
っ
た
。
全
国
の
増
加
率
よ
り
上
回

り
（
高
等
女
学
校
の
み
一九
二
五
年
度
は
下
位
）、こ
と
に
、
昭
和
期
に
入
っ
て
は
、
全
国
の
増
加
率
が
そ
れ
ほ
ど
で
も
な
い
の
に
、
本
県
の
場
合
は
年
を

追
っ
て
増
加
を
つ
づ
け
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

実
業
学
校
に
つ
い
て
、
大
正
初
年
に
お
い
て
は
、
神
奈
川
県
立
農
業
学
校
（
中
郡
平
塚
町
）、
神
奈
川
県
立
工
業
学
校
（
横
浜
市
神
奈
川
町
）、
横
浜
市

本
町
外
十
三
箇
町
立
横
浜
商
業
学
校
（
横
浜
市
南
太
田
町
）、
津
久
井
郡
立
蚕
業
学
校
（
津
久
井
郡
三
ケ
木
村
）、
足
柄
上
郡
立
農
林
学
校
（
足
柄
上
郡
酒
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第9表　実業学校数

『文部省年報』，『神奈川県統計書』から作成

第10表　実業学校生徒数

『文部省年報』，『神奈川県統計書』から作成

第11表　実業学校（甲種）の学校種別の生徒数の比較

1）「二種以上併置」「その他」を除く，1945年度は甲種扱い
2）『神奈川県教育史』通史編下巻から作成
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田
村
）、
愛
甲
郡
立
実
業
学
校（
愛
甲
郡
及
川
村
）、
愛
甲
郡
立
実
業
女
学
校（
同
上
）、
高
座
郡
溝
村
外
二
か
村
組
合
立
鳩
川
農
業
学
校（
高
座
郡
溝
村
）

な
ど
が
あ
っ
た
。
大
正
年
代
以
降
の
実
業
学
校
数
等
を
示
す
と
第
九
表
か
ら
第
十
一表
の
と
お
り
に
な
る
。

こ
の
表
に
よ
る
と
、
学
校
数
に
つ
い
て
は
、
大
正
期
の
増
加
は
必
ず
し
も
多
く
な
か
っ
た
が
、
昭
和
に
入
っ
て
増
加
し
、
一九
三
〇
年
度
に
は
十

六
校
、
一九
三
五
年
度
に
は
二
十
七
校
、
一九
四
〇
年
度
に
は
三
十
五
校
と
増
加
し
た
。

入
試
競
争

大
正
中
期
以
降
、
中
学
校
、
高
等
女
学
校
数
も
増
加
し
た
が
、
入
学
志
願
者
の
要
求
に
応
ず
る
こ
と
が
で
き
ず
、
特
に
都
市
に
お
け

る
入
学
試
験
競
争
は
激
し
く
、
こ
の
た
め
小
学
校
に
お
け
る
中
等
学
校
入
試
の
た
め
の
準
備
教
育
が
さ
か
ん
と
な
り
、
そ
の
弊
害
が

指
摘
さ
れ
て
い
た
。

県
会
で
も
取
り
上
げ
ら
れ
、
そ
こ
で
は
、
中
学
校
設
立
の
問
題（
横
浜
の
第
三
中
学
校
）、
既
設
の
中
学
校
に
講
堂
の
な
い
中
学
校
も
あ
り
、
講
堂

を
先
に
す
べ
き
で
は
な
い
か
と
の
議
論
の
中
で
行
わ
れ
た
。

当
局
で
は「
殊
ニ横
浜
市
ニ
於
テ
ハ
第
一第
二
ノ
志
望
者
ハ千
十
七
人
、
サ
ウ
シ
テ
之
ニ
入
学
許
可
ヲ
得
ル
者
ハ
三
百
九
人
、
約
三
割
シ
カ
入
学

ガ
出
来
ナ
イ
」
た
め
、
さ
ら
に
一
つ
の
中
学
校
を
建
設
し
て
、
入
学
者
を
多
少
と
も
増
加
し
た
い
と
中
学
校
建
設
案
を
出
し
た
。
郡
部
の
講
堂
の
な

い
学
校
は
ど
う
す
る
の
か
と
の
問
題
も
出
さ
れ
た
が
、
結
局
、
第
三
中
学
校
建
設
費
が
可
決
さ
れ
た（
一九
二
三
年
一月
設
置
認
可
）。
そ
し
て
、
少
し

で
も
入
学
試
験
の
競
争
を
緩
和
し
よ
う
と
し
た
。

横
須
賀
市
域
の
場
合
で
も
高
等
女
学
校
設
立
当
時
は
入
学
志
願
者
が
少
な
く
勧
誘
す
る
程
で
あ
っ
た
が
、
大
正
中
期
以
降
入
学
志
願
者
が
激
増

し
、
入
学
難
の
状
況
と
な
っ
た
。
入
学
試
験
の
程
度
も
高
く
な
り
、
小
学
校
で
は
一人
で
も
多
く
入
学
者
を
出
す
た
め
に
入
試
準
備
教
育
を
は
じ
め

た
。
小
学
校
五
年
の
こ
ろ
よ
り
入
学
試
験
準
備
教
育
が
は
じ
ま
り
、
六
年
に
な
れ
ば
電
灯
を
設
け
て
夜
に
入
る
ま
で
準
備
教
育
を
行
っ
た
。

一九
二
七（
昭
和
二
）
年
十
一月
に
文
部
省
は
中
学
校
令
施
行
規
則
を
改
正
し
、
中
等
学
校
へ
の
入
学
者
選
抜
方
法
と
し
て
、
従
来
の
学
科
試
験
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を
廃
止
し
、
文
部
次
官
通
牒
で
、
中
学
校
入
学
者
選
抜
方
法
に
関

す
る
基
準
を
示
し
た
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
小
学
校
長
の
報
告
書
、

人
物
考
査
、
身
体
検
査
に
よ
る
入
学
者
の
選
抜
を
行
う
も
の
で
、

人
物
考
査
は
口
頭
試
験
の
方
法
を
用
い
る
よ
う
に
し
た
。

本
県
で
も
、
こ
れ
を
受
け
て
知
事
池
田
宏
は
十
二
月
二
十
七
日

神
奈
川
県
訓
令
を
出
し
た
。「
従
来
中
等
学
校
入
学
志
願
者
ニ
対

シ
テ
小
学
校
ニ
於
テ
正
課
時
間
外
ニ
教
授
ヲ
為
シ
又
ハ
特
別
学
級

ヲ
編
制
シ
テ
特
別
教
授
ヲ
施
シ
若
ク
ハ
私
宅
教
授
ノ
嘱
ニ
応
ス
ル

等
ノ
者
ア
ル
ヤ
ノ
聞
ア
ル
」
こ
の
よ
う
な
こ
と
の
な
い
よ
う
に
部

下
職
員
を
統
督
し
遺
憾
な
き
よ
う
に
と
市
長
・
公
私
立
小
学
校
長

あ
て
に
訓
令
を
出
し
た
。

県
学
務
部
長
は
同
日
、
公
私
立
中
等
学
校
長
、
公
私
立
小
学
校

長
に
、「
県
下
中
等
学
校
入
学
者
選
抜
方
法
ニ
関
ス
ル
件
」
の
通

牒
を
出
し
、
具
体
的
方
法
を
示
し
た
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
入
学
者

の
検
定
は
第
一
次
は
小
学
校
長
提
出
の
調
査
書
に
よ
り
、
第
二
次

は
人
物
考
査
と
身
体
検
査
に
よ
る
こ
と
と
し
た
。
ま
た
調
査
書
の

様
式
な
ど
を
定
め
た
。

第12表　中学校第1学年入学志願者数と入学者数の状況

『神奈川県教育史』通史編下巻から

©神奈川県立公文書館



第
二
次
検
定
の
人
物
考
査
に
つ
い
て
は
「
尋
常
小
学
校
教
科
ヲ
基
礎
ト
セ
ル
常
識
ヲ
口
頭
試
問
ニ
依
リ
考
査
シ
兼
ネ
テ
素
質
性
行
等
ニ
ツ
キ
調
査

ス
」
と
し
た
。
筆
答
試
験
は
廃
止
さ
れ
た
が
、
口
頭
試
問
で
学
科
の
試
問
を
す
る
こ
と
が
残
さ
れ
た
。

一九
二
七
年
度
と
一
九
三
〇
年
度
に
お
け
る
中
学
校
第
一
学
年
入
学
志
願
者
数
と
入
学
者
数
の
状
況
を
示
す
と
第
十
二
表
の
よ
う
に
な
る
。

師
範
学
校
第

二
部
の
増
置

一
九
〇
七
（
明
治
四
十
）
年
に
制
定
さ
れ
た
「
師
範
学
校
規
程
」
は
、
従
来
の
師
範
学
校
に
関
す
る
諸
規
程
を
総
括
し
て
整
理
し

た
も
の
で
あ
っ
た
。
同
時
に
義
務
教
育
年
限
の
延
長
に
と
も
な
い
教
員
養
成
の
整
備
を
は
か
っ
た
も
の
で
あ
る
。

師
範
学
校
に
は
本
科
と
予
備
科
を
置
き
、
本
科
を
第
一部
・
第
二
部
と
し
た
。
修
業
年
限
は
本
科
第
一部
は
四
か
年
、
本
科
第
二
部
は
男
生
徒
一

か
年
、
女
生
徒
は
二
か
年
ま
た
は
一
か
年
と
し
た
。
予
備
科
は
修
業
年
限
二
か
年
の
高
等
小
学
校
卒
業
者
を
、
本
科
第
一
部
は
予
備
科
修
了
者
ま
た

は
修
業
年
限
三
か
年
の
高
等
小
学
校
卒
業
者
を
入
学
さ
せ
る
こ
と
と
し
た
。
本
科
第
二
部
は
中
等
学
校
卒
業
者
を
入
学
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
師

範
学
校
と
中
等
学
校
を
連
絡
さ
せ
る
教
員
養
成
史
上
大
き
な
改
革
と
な
っ
た
。
文
部
省
は
本
科
第
二
部
の
設
置
に
つ
い
て
訓
令
を
発
し
、
従
来
の
短

期
の
講
習
科
で
は
十
分
で
な
い
の
で
、
一
定
の
課
程
の
下
に
第
二
部
を
設
け
正
教
員
養
成
の
途
を
開
く
こ
と
に
し
た
と
述
べ
て
い
る
。
師
範
学
校
規

程
の
公
布
は
一
九
四
三
（
昭
和
十
八
）
年
ま
で
、
師
範
教
育
の
体
制
を
維
持
す
る
こ
と
に
な
る
。

同
規
程
で
、
教
員
養
成
に
つ
い
て
「
忠
君
愛
国
ノ
志
気
ニ
富
ム
ハ
教
員
タ
ル
者
ニ
在
リ
テ
ハ
殊
ニ
重
要
ト
ス
」
と
し
て
生
徒
を
し
て
平
素
忠
孝
の

大
義
を
明
ら
か
に
し
て
志
操
を
振
起
せ
し
め
る
こ
と
、「
精
神
ヲ
鍛
錬
シ
徳
操
ヲ
磨
励
ス
ル
」
こ
と
「
規
律
ヲ
守
リ
秩
序
ヲ
保
チ
師
表
タ
ル
ヘ
キ
威

儀
ヲ
具
フ
ル
コ
ト
」
な
ど
を
教
養
さ
せ
る
こ
と
を
特
に
注
意
し
た
。

神
奈
川
県
師
範
学
校
に
お
い
て
も
、
新
し
い
神
奈
川
県
師
範
学
校
学
則
が
一
九
〇
八
（
明
治
四
十
一）
年
四
月
か
ら
実
施
さ
れ
、
本
科
第
二
部
が

新
設
さ
れ
た
。
一
か
年
で
卒
業
す
る
二
部
生
と
一部
四
年
生
と
の
間
で
、
敬
礼
を
ど
ち
ら
が
先
に
す
べ
き
か
と
い
っ
た
問
題
も
真
剣
に
討
論
さ
れ
た

よ
う
で
あ
る
。
一
九
〇
九
年
九
月
に
内
堀
維
文
が
校
長
に
就
任
し
、
内
堀
校
長
の
在
任
中
（
一九
一三
年
ま
で
）
に
、
体
育
、
こ
と
に
「
撃
剣
及
柔
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道
」
が
体
操
科
目
中
に
加
え
ら
れ
、「
敬
礼
法
」
が
定
め
ら
れ
、
各
種
競
技
の対
抗
試
合
が
さ
か
ん
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
った
と
い
わ
れ
て
い

る
。

一九
一三（
大
正
二
）
年
三
月
十
七
・十
八
日
の
夜
、
学
校
の
化
学
室
・理
化
学
室
か
ら
火
が
出
て
、
嫌
疑
を
か
け
ら
れ
た
書
記
が
割
腹
自
殺
す

る
事
件
、
四
月
二
十
九
日
に
も
出
火
、
五
月
一日
に
も
出
火
、
後
の
二
回
の
出
火
は
生
徒
の
放
火
事
件
で
、
四
年
生
二
名
が
自
白
し
た
。
原
因
に
つ

い
て
職
員
間
の
軋
轢
が
あ
っ
た
と
う
わ
さ
も
さ
れ
た
。
師
範
学
校
に
問
題
を
か
か
え
る
時
代
と
な
っ
た
。

師
範
学
校
生
徒
の
生
活
は
、
個
人
に
つ
い
て
の
学
業
成
績
か
ら
学
資
の
状
況
、
読
物
の
状
況
等
ま
で
学
級
主
任
を
中
心
に
調
査
さ
れ
、
そ
の
指
導

結
果
を
職
員
会
議
に
ま
で
報
告
さ
れ
る
と
い
う
指
導
体
制
が
あ
る
一方
、
生
徒
の
要
望
で
雑
誌
部
が
作
ら
れ
文
学
運
動
に
関
心
を
持
つ
も
の
も
出
て

き
た
。
河
上
肇
の『
貧
乏
物
語
』、
福
田
徳
三
の『
国
民
経
済
講
話
』
な
ど
も
一部
の
生
徒
に
熱
心
に
読
ま
れ
、
物
価
高
、
米
騒
動
と
い
っ
た
社
会

問
題
も
作
文
の
時
間
に
と
り
あ
げ
ら
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。

女
子
師
範
の
移
転

神
奈
川
県
女
子
師
範
は
一九
〇
七（
明
治
四
十
）
年
一月
に
、
県
立
高
等
女
学
校
に
併
置
さ
れ
た
。
初
代
校
長
に
新
原
俊
秀

が
就
任
し
た
。
高
等
女
学
校
長
と
の
併
任
で
あ
っ
た
。

神
奈
川
県
女
子
師
範
学
校
に
本
科
第
二
部
が
設
置
さ
れ
た
の
は
一九
二
二（
大
正
十
一）
年
六
月
か
ら
で
あ
る
。
修
業
年
限
一年
、
定
員
四
十
名

で
あ
っ
た
。

女
子
師
範
学
校
は
県
立
高
等
女
学
校
と
の
併
置
や
関
東
大
震
災
に
同
校
の
破
壊
等
に
よ
っ
て
不
便
を
き
た
し
て
い
た
が
、
一九
二
四
年
の
春
の
県

議
会
で
、
高
等
女
学
校
と
分
離
す
る
こ
と
を
決
定
し
た
。
分
離
先
を
県
当
局
は
三
つ
の
移
転
先
候
補
地
か
ら
横
浜
市
根
岸
町
立
野
の
附
近
と
し
て
い

た
が
、
そ
の
土
地
の
寄
附
が
ま
ま
な
ら
ぬ
状
態
に
な
っ
て
い
た
。

一方
で
は
一九
二
四
年
の
二
月
二
十
八
日
に
保
土
ケ
谷
町
長
か
ら
、
保
土
ケ
谷
町
神
戸
の
敷
地
を
寄
附
す
る
と
い
う
申
し
出
が
あ
った
の
に
県
は
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無
視
し
て
い
た
。
県
会
議
員
飯
田
助
夫
ほ
か
三
名
は
こ
の

問
題
を
と
り
あ
げ
て
、
横
浜
市
で
は
根
岸
の
土
地
を
買
収

す
る
こ
と
が
で
き
る
、
寄
附
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
っ

て
い
る
が
、
そ
れ
が
か
な
わ
な
い
状
態
で
あ
る
か
ら
保
土

ケ
谷
町
神
戸
に
す
べ
き
だ
と
い
う
主
旨
の
意
見
書
を
県
会

に
出
し
た
。
こ
の
意
見
書
は
一
九
二
四
年
十
二
月
八
日
、

内
務
大
臣
若
槻
礼
次
郎
あ
て
提
出
す
る
こ
と
が
可
決
さ
れ

た
。
市
部
議
員
と
郡
部
議
員
と
の
対
立
の
様
子
を
う
き
ぼ

り
に
し
て
い
た
。
清
野
知
事
は
県
の
知
事
な
の
か
、
横
浜

市
の
知
事
で
あ
る
の
か
激
し
く
非
難
さ
れ
た
。
し
か
し
、

よ
う
や
く
根
岸
の
土
地
も
寄
附
行
為
に
よ
り
県
に
移
管
さ

れ
、
女
子
師
範
学
校
校
舎
の
着
工
は
一
九
二
五
年
十
二
月

二
十
三
日
と
な
っ
た
。
そ
し
て
一
九
二
七
（
昭
和
二
）
年

九
月
に
新
校
舎
が
完
成
し
た
。
移
転
先
を
決
め
て
か
ら
実

に
四
年
近
い
歳
月
が
た
っ
て
い
た
。

女
子
師
範
学
校
は
一九
二
五
年
の
師
範
学
校
規
程
の
改
正
に
よ
り
、
本
科
第
一部
の
修
業
年
限
は
五
年
に
延
長
さ
れ
、
修
業
年
限
一年
の
専
攻
科

を
設
け
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
た
。
本
科
第
二
部
は
従
来
通
り
で
あ
っ
た
。

第13表　神奈川県師範学校生徒数

『神奈川県教育史』通史編下巻，『神奈川県統計書』から作成
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師
範
学
校
の
生
徒
数
は
第
十
三
表
の
よ
う
で
あ
っ
た
。

三
　
社
会
教
育
と
青
年
団

社
会
教
育

一
九
一
一（
明
治
四
十
四
）
年
五
月
文
部
省
に
「
通
俗
教
育
調
査
委
員
会
」
が
設
置
さ
れ
、
通
俗
教
育（
社
会
教
育
）
に
関
す
る
事
項
を

調
査
審
議
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
の
委
員
会
は
文
部
大
臣
の
監
督
に
属
し
、
通
俗
教
育
に
関
す
る
講
演
あ
る
い
は
材
料
の
収
集
、

製
作
、
通
俗
教
育
全
般
に
関
す
る
検
討
が
な
さ
れ
た
。

調
査
委
員
会
は
読
物
の
編
集
、
通
俗
図
書
館
、
巡
回
文
庫
等
の
事
項
を
担
当
し
た
第
一部
、
幻
灯
映
画
、
活
動
写
真
に
関
す
る
事
項
を
担
当
し
た

第
二
部
、
講
演
会
に
関
す
る
事
項
を
担
当
し
た
第
三
部
か
ら
な
っ
て
い
た
。

調
査
委
員
会
は
通
俗
図
書
審
査
規
程
お
よ
び
幻
灯
映
画
な
ら
び
に
活
動
写
真
の
フ
ィ
ル
ム
審
査
規
程
を
定
め
て
、
通
俗
教
育
に
関
す
る
行
政
を
行

う
よ
う
に
な
っ
た
。
一
九
一
三
（
大
正
二
）
年
六
月
通
俗
教
育
調
査
委
員
会
は
廃
止
さ
れ
た
が
、
前
述
の
規
程
を
設
け
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
書
籍
お

よ
び
娯
楽
施
設
に
関
す
る
指
示
を
与
え
た
。
通
俗
教
育
の
主
眼
は
「
国
民
道
徳
ヲ
涵
養
シ
健
全
ナ
ル
思
想
常
識
ヲ
養
成
ス
ル
」
こ
と
に
あ
る
と
さ

れ
、
地
方
教
育
会
、
青
年
団
、
師
範
学
校
な
ど
を
利
用
し
て
、
目
的
を
達
成
さ
せ
る
方
針
で
あ
っ
た
。

一
九
一
四
年
八
月
に
、
県
内
務
部
長
は
郡
市
長
あ
て
に
、
教
育
会
等
に
通
俗
教
育
会
開
設
の
と
き
は
補
助
金
を
交
付
す
る
か
ら
経
費
等
予
算
を
相

談
し
て
申
請
す
る
よ
う
通
牒
し
た
。

第
一
次
世
界
大
戦
の
勃
発
と
と
も
に
、
そ
れ
ま
で
の
神
奈
川
県
教
育
会
主
催
の
通
俗
教
育
講
演
会
の
演
題
で
あ
っ
た
「
世
渡
り
の
心
得
」（
増
田
義

一）、「
赤
穂
義
士
に
就
て
」（
福
本
日
南
）、「
講
談
明
治
の
楠
公
」（
天
野
雉
彦
）、「
処
世
に
必
要
な
る
勇
気
」（
石
井
勇
）
な
ど
が
、「
欧
洲
戦
争
に
関
す
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る
講
話
」（
長
野
歩
兵
中
佐
）、「
富
国
に
関
す
る
講
演
」（
佐
々
木
吉
三
郎
）、「
皇
国
精
神
」（
筧
古
彦
）
な
ど
の
演
題
で
も
講
演
さ
れ
た
。

神
奈
川
県
教
育
会
は
『
神
奈
川
県
通
俗
教
育
講
演
集
』
を
一九
一
六
年
十
月
に
発
行
し
、
通
俗
教
育
に
力
を
注
い
だ
。
特
に
有
吉
知
事
は
巻
頭

で
、
本
県
は
外
来
か
ら
の
人
が
多
く
な
っ
て
、
結
核
療
養
者
の
保
養
地
と
利
用
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
結
果
、
結
核
に
よ
る
死
亡
率
が
高
く
な
っ
た
こ

と
、
小
田
原
、
国
府
津
な
ど
に
都
会
風
俗
が
持
ち
込
ま
れ
、「
白
昼
公
然
と
醜
態
を
現
は
し
て
い
る
風
俗
」
現
象
が
生
じ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
、

通
俗
教
育
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ら
を
改
善
す
べ
き
だ
と
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
本
県
で
は
教
育
会
が
中
心
と
な
っ
て
通
俗
教
育
が
お
し
す
す
め
ら
れ
た
。

青
年
団
の
全
県
連
合

明
治
の
末
か
ら
大
正
期
に
か
け
て
、
文
部
省
・
内
務
省
に
よ
っ
て
青
年
団
の
振
興
政
策
が
と
ら
れ
た
。
指
導
方
針
と
し

て
、
青
年
団
体
は
青
年
修
養
の
機
関
と
と
ら
え
「
団
体
員
ヲ
シ
テ
忠
孝
ノ
本
義
ヲ
体
シ
品
性
ノ
向
上
ヲ
図
リ
体
力
ヲ
増
進

シ
実
際
生
活
ニ
適
切
ナ
ル
智
能
ヲ
研
キ
剛
健
勤
勉
克
ク
国
家
ノ
進
運
ヲ
扶
持
ス
ル
ノ
精
神
ト
素
養
ト
ヲ
養
成
セ
シ
ム
ル
」
こ
と
を
目
的
と
し
た
。
従

来
地
域
に
自
然
発
生
的
な
機
関
で
あ
っ
た
青
年
団
を
国
家
的
な
教
育
組
織
の
中
に
組
み
込
ん
で
い
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
背
景
に
は
、
青
年
団（
会
）
の
中
に
は
本
県
な
ど
に
す
で
に
、「
政
治
運
動
ニ
干
与
」
し
た
り
「
町
村
政
ニ
容
喙
ス
ル
等
」「
常
軌
ヲ
免

ス
ル
ノ
行
動
」
を
す
る
も
の
が
あ
っ
た
り
し
て
、「
政
治
運
動
等
ニ
熱
中
ス
ル
カ
如
キ
ハ
然
ル
ベ
カ
ラ
サ
ル
義
ニ付
」
と
し
て
、
青
年
団
体
の
政
治

運
動
に
か
か
わ
る
こ
と
を
い
ま
し
め
る
風
潮
が
あ
っ
た
。

本
県
に
お
い
て
は
、
明
治
三
十
年
代
に
村
単
位
に
青
年
会
、
青
年
連
と
呼
ば
れ
る
も
の
が
、
各
地
に
存
在
し
て
い
た
。
文
部
省
・内
務
省
訓
令

（
大
正
四
年
九
月
十
五
日
）を
受
け
て
、
一九
一七（
大
正
六
）
年
二
月
九
日
、
青
年
団
指
導
の
た
め
に
、「
青
年
団
指
導
委
員
規
程
」
を
制
定
し
た
。
特

に
、
有
吉
知
事
は
青
年
団
に
訓
令
を
発
し「
団
体
的
修
練
ニ
依
リ
克
ク
国
家
ノ
進
運
ニ
伴
ヒ
皇
運
ヲ
扶
翼
ス
ル
精
神
ヲ
体
得
シ
健
全
ナ
ル
国
民
善
良

ナ
ル
公
民
タ
ル
ノ
素
質
ヲ
得
テ
益
々
国
家
富
強
ノ
基
礎
ヲ
鞏
固
タ
ラ
シ
メ
ン
ニ
ハ
亦
大
ニ
先
輩
練
達
ノ
士
ノ
指
導
」
に
負
う
こ
と
が
多
い
の
で
、
青
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年
団
指
導
委
員
を
設
置
し
た
と
述
べ
た
。
そ
し
て
、
五
月
二
十
二
日
に
は
「
青
年
団
規
約

標
準
」
を
定
め
て
、
郡
市
長
あ
て
通
牒
し
た
。
こ
の
規
約
第
一
条
に
「
本
団
ハ
教
育
ニ
関

ス
ル
勅
語
並
ニ
戊
申
詔
書
ノ
聖
旨
ヲ
奉
体
シ
団
体
的
修
練
ニ
依
リ
団
員
ヲ
シ
テ
智
徳
ヲ
涵

養
シ
身
体
ヲ
鍛
錬
シ
以
テ
健
全
ナ
ル
国
民
善
良
ナ
ル
公
民
タ
ラ
シ
ム
ル
ヲ
目
的
ト
ス
」
と

あ
る
。
特
別
の
事
情
の
な
い
か
ぎ
り
、
こ
れ
に
準
拠
す
べ
き
で
あ
る
と
指
示
し
て
い
る
。

こ
れ
に
よ
っ
て
、
市
町
村
青
年
団
と
し
て
の
男
子
青
年
団
の
統
一
を
意
図
し
た
。

本
県
で
は
さ
ら
に
一
九
二
二
（
大
正
十
一）
年
、
郡
市
聯
合
青
年
団
が
合
同
し
て
、
神

奈
川
県
青
年
団
聯
合
会
が
創
設
さ
れ
た
。

男
子
の
青
年
団
に
対
し
て
、
女
子
の
団
体
は
処
女
会
と
し
て
ス
タ
ー
ト
し
た
。
鎌
倉
郡

で
は
各
小
学
校
を
通
じ
て
、
処
女
会
設
置
に
関
し
通
牒
を
発
し
、
一
九
一
八
年
十
一
月
八

日
の
郡
長
通
牒
に
よ
る
と
「
将
来
良
妻
賢
母
ト
シ
テ
健
全
ナ
ル
家
庭
ヲ
組
織
シ
国
家
ノ
発

展
ニ
資
ス
ヘ
キ
」
と
し
て
、
学
校
教
育
の
効
果
を
補
習
、
時
勢
に
適
応
す
る
素
質
を
具
備

す
る
た
め
に
処
女
会
の
設
置
を
奨
励
し
た
。
同
時
に
「
処
女
会
設
置
標
準
」
を
示
し
た
。

こ
れ
に
よ
れ
ば
「
女
子
ニ
必
要
ナ
ル
知
識
及
技
能
ヲ
授
ケ
婦
徳
ヲ
涵
養
シ
倹
素
、
勤
労
ノ

風
ヲ
奨
メ
貞
淑
温
良
ニ
シ
テ
健
全
ナ
ル
主
婦
ヲ
養
成
ス
ル
」
こ
と
を
目
的
と
し
た
。
義
務

教
育
修
了
者
、
未
婚
の
女
子
で
組
織
し
、
町
村
、
あ
る
い
は
部
落
単
位
、
小
学
校
通
学
区

域
を
単
位
と
し
て
組
織
し
、
指
導
者
に
は
、
小
学
校
長
、
女
教
員
、
篤
志
婦
人
、
町
村
長
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な
ど
が
な
っ
た
。

処
女
会
の
設
置
奨
励
は
他
郡
で
も
行
わ
れ
た
。
一
九
二

一
年
に
は
団
体
四
十
五
、
会
員
数
六
千
人
弱
で
あ
っ
た
。

本
県
で
は
各
郡
市
に
聯
合
女
子
青
年
会
が
設
け
ら
れ
る

よ
う
に
な
り
、
一
九
二
七
年
七
月
、
横
浜
市
を
除
く
、
二

市
十
一
郡
の
女
子
青
年
会
が
連
合
し
て
、
神
奈
川
県
聯
合

女
子
青
年
会
が
組
織
さ
れ
た
。

横
浜
市
で
は
、
一
九
三
二
年
十
一
月
に
横
浜
市
女
子
青

年
聯
合
会
を
設
立
し
、
県
聯
合
青
年
会
に
加
盟
し
た
。

こ
の
よ
う
な
青
年
団
体
は
、
青
年
の
補
習
教
育
機
関
と

し
て
設
置
さ
れ
て
い
た
実
業
補
習
学
校
と
「
連
繫
シ
」

て
、
補
習
教
育
の
実
績
を
あ
げ
た
。

実
業
補
習
学
校
は
修
業
年
限
、
授
業
季
節
、
学
科
課
程
等
は
土
地
の
情
況
に
よ
り
適
宜
斟
酌
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
、
勤
労
青
少
年
、
青
年
団

体
と
の
結
び
つ
き
を
つ
よ
め
て
い
っ
た
。

青
年
訓
練
所

と
軍
事
教
育

一
九
二
六
（
大
正
十
五
）
年
六
月
か
ら
七
月
に
か
け
て
県
下
で
一斉
に
設
置
さ
れ
た
青
年
訓
練
所
も
青
年
団
と
密
接
に
連
絡
し
て

作
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
青
年
訓
練
所
は
一
九
二
六
年
四
月
、「
青
年
訓
練
所
令
」（
勅
令
）
が
制
定
さ
れ
こ
れ
に
基
づ
く
も
の

で
あ
っ
た
。「
青
年
訓
練
所
令
」
に
よ
れ
ば
「
青
年
ノ
心
身
ヲ
鍛
練
シ
テ
国
民
タ
ル
ノ
資
質
ヲ
向
上
セ
シ
ム
ル
ヲ
以
テ
目
的
ト
ス
」
と
定
め
ら
れ
、

1916年高座郡大沢村青年会報 久保田昌孝氏蔵
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十
六
歳
か
ら
二
十
歳
ま
で
の
男
子
を
四
年
間
軍
事
訓
練
を
主
と
し
て
行
う
機
関
で
あ
っ
た
。

本
県
で
は
同
年
六
月
四
日
に
「
青
年
訓
練
所
細
則
」
を
定
め
、
ま
た
六
月
八
日
に
堀
切
知
事
は
青
年
訓
練
所
の
趣
旨
と
実
業
補
習
学
校
等
と
の
関

係
に
つ
い
て
訓
令
を
出
し
た
。
こ
の
中
で
青
年
団
と
の
関
係
に
つ
い
て
、「
訓
練
ヲ
受
ク
ル
者
ノ
多
数
ハ
青
年
団
員
タ
ル
ヘ
キ
年
齢
ニ
在
ル
ヲ
以
テ

本
施
設
ハ
之
ヲ
青
年
団
ノ
修
養
機
関
ト
シ
テ
相
互
ノ
聯
絡
ヲ
保
チ
訓
練
ヲ
受
ク
ル
者
ハ
成
ル
ヘ
ク
之
ヲ
青
年
団
体
タ
ラ
シ
メ
」
る
と
青
年
団
と
の
密

接
な
る
こ
と
を
強
調
し
た
。
青
年
訓
練
所
は
小
学
校
、
実
業
補
習
学
校
等
に
設
置
さ
れ
た
。
学
校
数
・
生
徒
教
・
教
員
数
は
第
十
四
表
の
よ
う
な
も

の
で
あ
っ
た
。

訓
練
項
目
は
修
身
及
公
民
、
教
練
、
普
通
学
科
（
国

語
、
数
学
、
歴
史
、
地
理
、
理
科
等
）、
職
業
科
で
、
特
に

教
練
に
つ
い
て
は
教
材
配
当
、
進
度
標
準
を
定
め
、

「
各
個
教
練
」「
部
隊
教
練
」「
陣
中
勤
務
」（
野
外
訓
練
）

「
距
離
測
量
」「
旗
信
号
」「
軍
事
講
話
」
を
定
め
た
。

訓
練
終
了
者
に
は
在
営
年
限
（
陸
軍
兵
役
）
の
半
年

短
縮
が
認
め
ら
れ
た
。

一
九
二
六
年
十
二
月
に
は
学
務
部
長
か
ら
、
入
所
、

出
席
に
つ
い
て
の
奨
励
が
さ
れ
、
一
九
二
七
年
四
月
に

は
学
務
部
長
の
通
牒
で
は
教
練
三
百
時
間
、
そ
の
他
の

訓
練
項
目
三
百
時
間
を
標
準
と
し
て
、
出
席
の
優
良
か

神奈川県青年団聯合会『武相の若草』創刊号（1924年9月）
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否
か
調
査
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
青
年
訓
練
手
帳
に
出
席
時
間
数
を
記
入
証
明
の
上
徴
兵
検
査

の
際
、
持
参
さ
せ
る
こ
と
等
を
指
示
し
た
。

青
年
訓
練
所
に
つ
い
て
軍
は
、
一
九
二
八
年
三
月
七
日
に
県
学
務
部
長
名
で
各
青
年
訓
練
所
主

事
あ
て
に
次
の
よ
う
な
通
知
を
出
し
て
い
る
。
一　
青
年
訓
練
所
修
了
証
を
持
っ
て
い
な
い
者
で

も
、
修
了
証
を
交
付
し
て
も
差
し
支
え
な
い
と
判
断
で
き
る
者
も
あ
る
。
こ
の
点
訓
練
所
主
事
に

修
了
証
を
交
付
し
な
い
理
由
を
報
告
し
て
も
ら
い
た
い
、
二
　
修
了
証
・
証
明
書
は
正
規
の
も
の

で
あ
る
こ
と
、
三
　
訓
練
手
帳
記
入
を
明
確
に
す
る
こ
と
等
で
あ
る
。
こ
の
通
知
に
よ
り
軍
幹
部

の
青
年
訓
練
所
に
対
す
る
期
待
が
う
か
が
わ
れ
る
。

一
九
三
五
（
昭
和
十
）
年
四
月
、「
青
年
学
校
令
」
に
よ
り
、
青
年
訓
練
所
は
青
年
学
校
と
な
っ

て
い
っ
た
。

第14表　青年訓練所学校数・生徒数・教員数

『神奈川県統計書』から作成
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第
四
節
　
本
格
化
す
る
労
働
運
動

一　

戦
後
恐
慌
前
後
の
労
働
運
動

激
増
し
た
労
働
争
議

一
九
一
七
（
大
正
六
）
年
は
、
ス
ト
ラ
イ
キ
が
急
増
し
、
労
働
運
動
の
新
た
な
高
揚
の
到
来
を
示
し
た
年
で
あ
っ
た
と
い

わ
れ
る
。
全
国
的
に
み
る
と
、
一
九
〇
六
、
七
年
の
大
工
場
・
大
鉱
山
の
ス
ト
ラ
イ
キ
、
暴
動
の
あ
と
は
、
比
較
的
低
い

水
準
で
ス
ト
ラ
イ
キ
件
数
は
推
移
し
て
き
た
が
、
一
九
一
五
年
が
六
十
四
件
、
一
九
一
六
年
は
百
八
件
と
上
昇
傾
向
を
み
せ
、
一
九
一
七
年
に
は
、

一挙
に
三
百
九
十
八
件
、
参
加
人
員
五
万
七
千
三
百
九
人
に
飛
躍
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
飛
躍
の
原
因
は
、
一
つ
に
は
物
価
の
上
昇
に
あ
り
、
も
う

一
つ
に
は
、
第
一
次
大
戦
を
契
機
と
す
る
日
本
資
本
主
義
の
急
成
長
に
と
も
な
う
労
働
力
需
要
の
急
増
に
あ
っ
た
。
労
働
者
は
、
物
価
の
暴
騰
に
よ

る
実
質
賃
金
減
少
を
と
り
か
え
し
、
賃
金
上
昇
を
実
現
し
よ
う
と
労
働
市
場
条
件
の
優
利
さ
を
背
景
に
賃
金
増
加
を
要
求
す
る
攻
勢
的
争
議
を
展
開

し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
主
力
に
な
っ
た
の
は
、
造
船
業
・
機
械
製
造
業
と
い
っ
た
重
工
業
の
労
働
者
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
産
業
で
は
労
働
者
数
の
増

加
率
が
他
産
業
に
比
べ
て
よ
り
高
か
っ
た
こ
と
に
、
攻
勢
的
争
議
の
中
心
部
隊
と
な
っ
た
こ
と
の
根
拠
を
み
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
（
二
村
一夫「
労

働
者
階
級
の
状
態
と
労
働
運
動
」『
岩
波
講
座
日
本
歴
史
』18

）。

そ
れ
で
は
、
神
奈
川
県
下
で
の
争
議
件
数
の
う
ご
き
は
ど
の
よ
う
な
特
徴
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
ス
ト
ラ
イ
キ
に
ま
で
い
た
ら
な
か
っ

た
争
議
を
も
含
め
、
業
種
別
に
争
議
件
数
を
分
類
し
た
第
十
五
表
か
ら
、
次
の
こ
と
を
み
て
と
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
ず
第
一
に
、
神
奈
川
県
に
お

い
て
も
、
一
九
一
七
年
か
ら
一
九
年
に
か
け
て
、
重
化
学
工
業
部
門
で
の
争
議
件
数
が
急
増
し
て
い
く
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
代
表
的
な
も
の
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